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司法行政文書の開示についての通知書

平成31年3月27日付け（同月29日受付）で申出のありました司法行政文書

の開示について，下記のとおり情報を提供することとしましたので，通知します。

記

1 提供する司法行政文書の情報

「千葉地方裁判所及び管内簡易裁判所の平成31年度における裁判官の配置，

裁判事務の分配及び代理順序，開廷日割並びに司法行政事務の代理順序の定め」

の別表第1及び別表第2 （4月1日現在のもの） （片面で8枚）

2提供しないこととした部分とその理由

1の情報には，個人識別情報が記載されており， この情報は，行政機関情報公

開法第5条第1号に定める不開示情報に相当することから， この情報が記載され

ている部分を提供しないこととした。

3提供の実施方法

写しの送付

(担当）総務課文書係上野電話043 （333） 5237



(別表第1）
平賎31年度千葉地方裁判所民事部の裁判官の配置及び裁判事務の分配等●

1 ’ I
E合議事件）

)控訴事件
》医療事故を理佐
償控訴事件

γﾘ零、砺砥ノ

内用憾 う0分のZO

全割目． ロ＃

剛李

ヨR可額千鍵

蕪部の旧】

4

部 裁判官の配置 裁判事務の分配及ぴ割合
● ◆寺

担当裁判官

h ●

開廷日等

民
事
第
部

判事（総）

高取真理子

判事

青木裕史

判事

鈴木千恵子

判事補

佐々木惟子

(法定合醗事件）

(1)控訴事件
(2)労働に関する控訴事件(労働災
害に関する控訴事件を除く。 ）．

(3)抗告事件（民事保全事件及び民
事執行事件に係る抗告事件を除
く。 ）

側除斥事件及び忌避事件

(法定合議事件を除くその余の事件）

(5)第一審訴訟事件（値)から側まで
の事件を除くその余の訴訟事
件）

(6)交通事故に関する損害賠償事件
及び自動車事故責任保険金事件

(7)手形・小切手に関する事件
(8)国家賠償事件
(9)知的財産権及び不正競争防止法
に関する事件． ．

、大気汚染，水質汚濁，騒音振動
及び通風。
薬品及び食

日照阻害等の公害，
品等の製造物，航空

機又は聯白に関する損害賠償又
は差止めに関する事件

伽民事調停事件（特定調停事件及
ぴ借地非訟付調停事件を除
く。 ）

⑫共通義務確認訴訟事件．
⑬人身保謹事件
側訴えの提起前における証拠収集
処分事件

胴証拠保全事件
、共助事件
伽労働に関する事件
関する事件を除く。

旧労働審判事件
側労働仮処分事件

(労働災害に
）

60分の10
全部

4分の1

4分の1

18分の5

18分の5

18分の5

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

全 部

全 部

全 部

合議事件
真理子
裕史

千恵子

惟子

真理子

裕史

千恵子

高取
青木

鈴木

佐々木

単独事件

高取

青木

鈴木
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事判事 （法定合議事件を除くその余の事件）

山原佳奈

｜謁薔石部州州脈& ÷ｭ｡細‘
第判事補（特）

;事;:太: | I}寶忘部州州Ⅷ"分 絵≦
側所えの提起前における証拠収集 4分の1

部 処分事件

側証拠保全事件 4分の1

0，共助事件 4分の1

，'蕊事故を理由とする損害賠償 全 部

木

水
木
・火

心

(法定合議事件）

(1)控訴事件
(2)行政処分の効力等を争点とする
私法上の法律関係に関する控群
事件

(3)労働災害に関する控訴事件

圏牙第一部の倒及州と園じ

合駿事件
内野俊夫

吉川昌寛

川村 理
池内雅美

芹澤美知太郎

火･･金判事（総）

内野俊夫 60分の20

全部
民

判事

吉川昌寛 全部

各4分の1

事
j

判事

川村 ．理 (法定合議事件を除くその余の事件）

|謁薔忘部州州'脈＆
（9）

雷石部州剛…

側．
m
姻

側

側
個訴えの提起前における証拠収集
処分事件

側証拠保全事件
伽共助事件
伽行政事件（行政処分の効力等を
争点とする私法上の法律関係に
関する事件を含む。 ）

側労働災害に関する事件
伽独占禁止法に基づく事件（同事
件を本案とする保全事件を含
む。 ）

各18分の4第
判事補（特）

池内雅美 単独事件
内野俊

吉川昌

川村

夫
寛
理 木

水
木
・月

一
一
一

判事補（特）
芹穏美知太郎

各4分の1

4分のI部

■■■
判事補（特）

清水由香

4分の1

4分の1
全 部

全
全
部
部

(1)民事保全事件（異議，取消事件
及び旧法事件を含む｡‘ただし，
独占禁止法に基づく事件を本案
とする保全事件及び労働仮処分
事件を除く。 ）

(2)配偶者暴力等に関する保醗命令
事件

随 時(1)～伽合鐡事件
全 部蓮井俊治
下田敦史
貝阿彌千絵子

多々良周作
末廣祐輔
津田葉月

判事（総）
蓮井俊治

民|雫事園敦史
■

●



ザ

(3)民事執行事件（旧法事件及び旧
競売法による事件を含む｡)及び
これに付随する雑事件

陞)動産競売開始許可事件
⑤財産開示事件
(6)民事保全事件及び民事執行事件
に係る抗告事件並びにこれらに
付随する雑事件

(7)破産事件，民事再生事件，会社
更生事件，特別清算事件及び企
業担保櫓実行事件

(8)承認援助事件
(9)民事非訟事件及び商事非訟事件
（公示催告，過料を含む｡)．

伽借地非訟事件(借地非訟付調停
事件を含む。 ）

伽特定調停事件
伽仮登記仮処分事件
側罹災都市借地借家臨時処理事件
伽織自所有者等責任制限事件
鯛油渦損害賠償責任制限事件
鯛簡易確定事件
伽仲裁関係事件
側その他の民事雑事件（訴えの提
起前における証拠収集処分事
件，証拠保全事件及び共助事件
を除く。）

事判事

．(兼）
貝阿彌千絵子

吉元祥太郎

第
判事補（特）

多々良周作

四判事補

末廣祐輔・

判事補
部津田葉月

随 時単独事件
蓮井俊治
下田敦史
貝阿彌千絵子

多々良周作
末廣祐輔
津田葉月

吉元祥太郎

判事補

吉元祥太郎

■■■
判事
瀧川和歌子

【留学中】
判事補（特）
遠藤安希歩

【留学中】
判事補（特）

工藤 智

リ

全 部

【留学中】
判事補
小橋陽一郎

【留学中】
判事補
澤 大地

(法定合議事件）

(1)控訴事件
(2)建築舗負及び工事請負に関する
控訴事件（請求原因又は抗弁で
・暇疵の主張のある事件に限
る。 ）．

合議事件

60分の10高瀬順久
全部足立堅太

三‘島聖子

片岡甲斐

木

月・金

(臨時）

判事（総）

高瀬順久

民|蟄事立堅太
園主第一部の(3汲州と厨じ
(法定合議事件を除くその余の事件）

|;|]-喬忘部州州幟‘
伯）

薔芯部卿帥…
． (9)
⑩

伽
⑫
側

各4分の1

事|蟄事島聖子
0

各18分の5

第|蟄事雷甲斐 単独事件
高瀬順

各4分の1足立堅
三島聖

金
金

水
・
・
火
火

久
太
子五
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側訴えの提起前における証拠収集
処分事件

旧証拠保全事件
鯛共助事件 ． ．
、建築請負及び工事謂負に関する
事件（請求原因又は抗弁で暇疵
の主張のある事件に限る6 ）

4分の1
部

L

4分の1

4分の1

全 部

1

。

8



(別表第2）
平成31年度千葉地方裁判所刑事部の裁判官の配置及び裁判事務の分配等

語1 合議事件及びこれに準じて分配’

1 法定合議事件（2の事件を除く‘
分の2

2 裁判員裁判対象事件の9分の2
3 刑事訴訟法第262条の付審判｜
の9分の2

4 次の事件の9分の2

（1） 刑事訴訟法第429条の準揃
（2） 組織的犯罪処罰法第52条簾
服申立亭件

（3） 麻薬特例法第19条第4項及
条第3項により組織的犯罪処団
冬篭ワェ百の侭ilrfスル去荊.芳亦

測孝

和南

4） 組織的犯罪処削法弟62条弟1項の溜

査請求事件

5） 麻薬特例法第23条により組織的犯罪
処罰法第62条第1項の例によるとされ
た審査請求事件

5） 裁判員の参加する刑事裁判に関する荘
律第3条第1項に基づく除外決定請求等
事件，同法第35条第1項, .第42条藻
1項又は第94条第1項に基づく異議申
立事件及び同法第41条第2項又は同協
第43条第2項に基づく裁判員等解任謡
診竺塗止と

I畢禰

、藤優輝

一@J法．四 PPWｰ卒

をした噸

7 その他
件の9分

8 医療繍
件及び頂
〃､q名斗"

Z末弟l楓似
塁轄1面”､且

事件及びこれに準じて分配する事f

労働関係単独事件の21分の6 ．
哉判手続事件の9分の2
び2以外の単独事件の21分の6

他判事の権限により処理すべき事＃
及び第3に掲げたものを除く。 ） @
の6

芒の1也の争1午

次の事件ごとにその各9分の2
医療観察法篭33条篭1項の申立軸

0

部 裁判官の配置 裁判事務の分配及ぴ割合 担当裁判官 開廷日等



口
魂判官の芒
両狩高率郭

尖11 の4

歩
斗

5） 刑事誹訟法第430乗の準玩舌事1午

7）刑事訴訟法第187条の2の不起訴制
疑者の訴訟費用請求事件

8） 検察審査会の起訴議決に係る事件にぞ
いて公訴の提起及びその維持に当たる訓
謹士の指定に関する事件

9) その他裁判官の権限により処理すべき
事件（第1,第2並びに上詞1汲び(2)1R
掲げた*､の券除く‐ ）

I

●
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刑
事
第

4■■■■

一

部

郎
香
洋
．
郎
英
香

一

口

日

判事（総）

川田宏

判事

坂田威

判事

朝倉静

判事
大野

判事・
佐藤哲

判事補
長谷川

判事補

山田明

１
２
３

第
第
第 ｝

0

第一部の第1から第3までと同じ

j g

●

。
■

一
郎
香
洋
郎
英
香
一
郎
香
洋
郎

一

日

一

宏
威
静
哲
明
宏
威
静
哲

合議事件

川田

坂田

朝倉
大野

佐藤
長谷川

山田

辮
田
田
倉
野
藤

単独

川
坂
朝
大
佐

医療観察法上の
判事の権限で処
理すべき事件
(裁判官の合議
体で行う審理を
除く｡）

一
郎
香
洋

－
９

川田宏

坂田威

朝倉静

大野

月～金

月～金

月～金

月～金

月～金

月～金

随時

随時
随時

随時
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口
(総） 語1 合醗事件及びこれに準じて灸

1 法定合畿事件（2の事件を協
分の1

2裁判員裁判対象事件の9分a

3 刑事訴訟法第262条の付裂
の9分の1

4 次の事件の9分の1

學
湧
認
燭
暉

翫合
平
前
由

件
９
鴎
の平塚津

庁ノ

雄毛
じ

序事件及び忌避事件の9分の1

において合議体で審判をする旨の決定
た事件

の他法令により合議体で処理すべき琴
9分の1

厩観察法第72条第1項の不服申立難
ぴ同法第73条第1項の異議申立事科
4¥ml

‐

１
２
３ 車壁f雄諺

、

●

刑
事
第
三
部

）

田俊哉

子大・作

槻友紀

藤恭子

補

頭忠広

補 ‘
水拓二

事
事
事
事
事
事

判
松
判
金
判
大
判
佐
判
鬼
判
清

第1 第一部の第1と同じ
●

第2 単独事件及びこれに準じて分配する事件
1 公安労働関係単独事件の21分の2
2 第一部の第2の2と同じ
3 1及び2以外の単独事件の21分の2
4 その他判事の権限により処理すべき事件
(第1及び第3に掲げたものを除く。 ）の
21分の2

第3 第一部の第3と同じ

俊哉

大作

友紀
恭子

忠広

拓二

俊哉

大作
友紀

恭子

合議事件

松田

金子

大槻

佐藤

鬼頭

清水

単独事件
松田

金子

大槻
佐藤

医療観察法上の
･判事の権限で処
理すべき事件
(裁判官の合識
審理を

松田俊哉

金子大作

大槻友紀

佐藤恭子

◆
■

●
申

金
．
・
・
金
金
金
金
、
時
時
時
時

へ
へ
．
一
一
一

月
、
月
月
月
月

随
随
随
随



4 ての池

（第1及
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’ 第一0
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刑
事
第
五
部

巌
治

伸
子
子
基

美
理

０

判事（総）
前田

判事
小池健

判事

谷口吉

判事

福‘田恵

判事補

本田真

判事補

井・上寛

！

第1 第一部の第1と同じ

① ■

第2 単独事件及びこれに準じて分配する事件
1 公安労働関係単独事件の21分の2
２
３
､第一部の第2の2と同じ
1及び2以外の単独事件の21分の2

4 その他判事の権限により処理すべき事件
． （第1及び第3に掲げたものを除く。 ）の
21分の2

第3 第一部の第3と同じ

合議事件

前田 巌

小池．健治

谷口吉伸
福田恵美子
本田真理子

井．上寛基

単独事件

前田

小池

谷口

福田

健
吉
恵美

巌
治
伸
子

0

医療観察法上の
判事の権限で処
理すべき事件
(裁判官の合議
体で行う審理を
除く｡）

前
小
谷
福

田
池

口
田

健
吉
恵美

巌
治
伸
子

金
．
金
金
金
金
時
時
時
時

一
一
一
一
一

月
月
月
月
月

随
随
随
随


